


～～22200歳歳以以上上のの子子や孫孫へへのの贈贈与与税税率率率区区区分分がが緩緩和和されました!!～～20歳以上の子や孫への贈与税率区分が緩和されました!!～
知っておきたい相続税・贈与税シリーズ

日本相続学会　理事　榊原　正則

「贈与税の基礎控除」とは？　贈与税額を計算する際に、贈与された財産の合計額から無条
件で控除できるもので、年間110万円が限度です。

贈与税は1月1日から12月31日まで

の間に贈与した財産に課されます！

　贈与は、生前に財産を計画的に

分散させる、また次世代への財産

移転を行うための有効な手段とし

て活用されています。とくに20歳

以上の子や孫などへの贈与について

は、平成27年１月１日以後から贈与税

率区分が緩和され、410万円（基礎

控除（110万円）後の課税価格300万

円）超の贈与では一般の贈与より

も税額が軽減されています。

　贈与税は、1月1日から12月31

日までの間に贈与した財産に課さ

れるもので、その納税は贈与を受

けた人（受贈者）が行います。

保険金や満期返れい金も贈与の

対象となるケースがあります！

住宅取得や教育のための

資金贈与で特例が!!

　損害保険や生命保険から支払わ

れる保険金等でも、贈与したとみ

なされて贈与税が課されるケース

があります。それは、保険料を負

担していない人が保険金や満期返

れい金等を受け取った場合です。

　ただし、財産に損害を被ったこ

とにより火災保険や自動車保険な

どから支払われる保険金、ケガや

病気になったことで支払われる医

療・介護関係の保険金、それに損

害賠償金などは、被保険者および

その配偶者、その他の親族が受け

取る場合は非課税所得として贈与

税が課税されないことになってい

ます。

は税率区分の緩和だけではありま

せん。「住宅取得等資金」や「教

育資金」の贈与についても優遇し

ています。具体的には、一定の要

件の下、住宅取得等資金では住宅

取得契約の締結時期や住宅の質に

よって条件は変わるものの最高で

3,000万円、また教育資金につい

ては1,500万円を限度に一括贈与

しても非課税とする特例措置が期

限付きで実施されています。

贈与税のかからない財産もあります

　贈与税はあらゆる財産に対して

課税されるわけではありません。

贈与税額速算表

一般贈与と特例贈与の税額比較

　次世代に向けた贈与の優遇措置

例えば、家族を養っている人が出

す生活費や教育費、婚礼支度費な

どで常識的に必要であると認めら

れる程度のものや、香典や祝い品、

見舞品、贈答品などで社会通念上相

当と認められる程度のものは贈与

税のかからない財産となります。

（注）計算方法：贈与税額＝（基礎控除後の課税価格）×（税率）－（控除額）
※１．基礎控除後の課税価格：実際の贈与額から贈与税の基礎控除（110万円限度）を控除した額です。
※２．特例贈与財産の税率：20歳以上の直系卑属（子や孫など）へ贈与した場合の税率です。

基礎控除後の
課税価格※１ 一般税率 控除額

一般贈与財産の税率

万円 ％ 万円
200以下 10 ―

200超～ 300以下 15 10
300超～ 400以下 20 25

30 65
600超～1,000以下 40 125
1,000超～1,500以下 45 175
1,500超～3,000以下 50 250
3,000超 55 400

400超～ 600以下

基礎控除後の
課税価格※１ 特例税率 控除額

特例贈与財産の税率※２

万円 ％ 万円
200以下 10 ―

200超～ 400以下 15 10
400超～ 600以下 20 30

30 90
1,000超～1,500以下 40 190
1,500超～3,000以下 45 265
3,000超～4,500以下 50 415
4,500超 55 640

600超～1,000以下

基礎控除（110万円）を
控除する前の贈与額

万円
310
500
600
700
800
900
1,000
1,500
2,000
3,000

一般贈与財産
の場合の税額

万円
20.0
53.0

特例贈与財産
の場合の税額

万円
20.0
48.5

差額

万円
0
4.5

82.0 68.0 14.0
112.0 88.0 24.0
151.0 117.0 34.0
191.0 147.0 44.0
231.0 177.0 54.0
450.5 366.0 84.5
695.0 585.5 109.5
1,195.0 1,035.5 159.5



　企業の交通リスク対策は、第一に交通事故防止の安全運転管理体制を構築す
ることが基礎・基本です。企業のトップをはじめ全組織が一体となって取り組
み、安全運転の確保に努めることが大切です。

～安全運転管理のポイント～

「安全運転管理者制度」とは？　道路交通法の定めにより、一定台数の自動車を使用する事
業所では、安全運転管理者を選任し、交通事故防止を図るための必要な業務に取り組む制度です。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 企業の交通リスク対策シリーズ

●安全運転管理者を中心に体制をつくる!!

　企業の安全運転管理は、「安全運転管理者（制度）」

を中心とした体制づくりのもとで取組みを行うとスムー

ズにいきます。安全運転管理者の主な業務は次のとお

り、交通事故を防止するために、適切な安全運転管理を

実行することにあります。

＜安全運転管理項目（例）＞

●運転者に対する交通安全教育指針に基づいた交通安

全教育の実施

●運転者の運転適性、技能および知識、法令遵守状況

の把握

●運行計画の作成

●長距離・夜間運転時の交代運転者の配置

●異常気象時等における安全確保の指示と措置

●点呼（朝礼）等により、運行前の点検の実施と飲

酒・過労・病気等の確認

●運転日誌の備え付けと運転者への記録の指示・確認

●運転の技能・知識等、安全運転を確保するための必

要事項の指導

●個社にあった規程の作成を!!

　また、企業としては、個社の実情にあった「安全運転

管理規程」「運転者服務規程」「車両管理規程」「自動

車事故取扱規程」「マイカー（通勤）管理規程」などの

規程作成が必要となってきます。とくに「安全運転管理

規程」と「運転者服務規程」は必ず設けておきたいもの

です。ただし、小規模企業では、これらの安全運転管理

に関する規程を一つにまとめ作成することも可能です。

●ＰＤＣＡサイクルを定着、継続して行うことが重要！

　せっかく組織として安全運転管理体制を整えても、机
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出発前の簡易な安全運転管理チェックポイント

・運転者の体調等に異変はありませんか？
・飲酒状態ではありませんか？
　（前日のお酒が残っていませんか？）

チェック項目

運転者の
健康状態

・運転免許証を所持していますか？
・運転免許証の有効期限が切れていませんか？運転免許証

等

・運転者が適切な運行経路を把握していますか？
・管理者等が業務運転中の運行経路等を把握して
いますか？
・運行前の車両点検は万全ですか？運行・車両

管理

・安全確認の徹底を意識していますか？
（備考）同乗者全員のシートベルトの着用、交差点での
安全確認、車間距離の保持、法定速度での運転、天候・
道路状況・渋滞状況などの安全運転のための事前情報の
入手と伝達、通勤・通学時間における当該道路のできる
限りの利用回避など。

防衛運転※
の実施と交
通関係法令
の遵守

チェックポイント

（備考）運転管理者は安全な運行経路等を把握し、運転
者に適切に指示する。また、運行前点検では、車検、保
険の有効期限の確認、タイヤ摩耗の確認、オイル交換な
どのメンテナンスが適切かを確認する。

（備考）体調不良等の場合は申し出るよう周知するとと
もに、運転交代などの適切な措置をとる。飲酒運転は、
当該運転者だけでなく、会社の管理責任も問われる。

（備考）運転免許証の不携帯運転の防止と更新忘れ防止。

上のものであっては意味があ

りません。きちんと実行でき

ているかチェックすることが

重要です。計画（Ｐlan）を

立て、それを実行（Ｄo）し、そしてその結果がどうで

あったかを評価（Ｃheck）し、より良いものに改善

（Ａct）していく作業を一定期間ごとに回す、いわゆる

ＰＤＣＡサイクルを職場内活動として定着させ、継続し

ていくことが重要です。

　そして、日々の管理として、運転開始前に運転者の健

康状態、運行管理・車両管理などのチェック項目を確認

し、常に〝安全運転を心がけ実践する意識〟を持たせる

ことが大切です。

安全運転管理について
しっかり話し合いましょう

※防衛運転とは事故に遭遇する確率を減らす運転方法です。
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＜損害保険＞
損保ジャパン日本興亜・三井住友海上
あいおいニッセイ同和損保・セコム損保・ニューインディア
＜生命保険＞
メットライフ生命・ソニー生命・エヌエヌ生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
三井住友海上あいおい生命・ジブラルタ生命

取扱保険会社

損害保険・生命保険はもちろん、総合金融サービスを中心に、
あらゆる角度から「安心」をサポート。

事故相談・法律相談・税務相談・不動産相談など

何か困った時に思い出していただける代理店を目指します。




